
○富山市営住宅条例施行規則 

平成１７年４月１日 

富山市規則第２３２号 

改正 平成１８年３月３０日富山市規則第４８号 

平成２０年３月３１日富山市規則第４０号 

平成２１年５月２５日富山市規則第５０号 

平成２２年３月３１日富山市規則第３６号 

平成２２年７月１６日富山市規則第６１号 

平成２２年１２月２８日富山市規則第７６号 

平成２３年１２月２８日富山市規則第７６号 

平成２４年３月３０日富山市規則第３９号 

平成２５年３月２９日富山市規則第３３号 

平成２６年３月３１日富山市規則第４０号 

平成２６年６月３０日富山市規則第６１号 

平成２７年３月３１日富山市規則第３０号 

平成２７年７月８日富山市規則第８４号 

平成２７年１２月１８日富山市規則第９７号 

平成２８年３月３１日富山市規則第４６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、富山市営住宅条例（平成１７年富山市条例第２４

４号。以下「条例」という。）第６４条の規定に基づき、条例の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（障害の程度） 

第２条の２ 条例第５条第１項第２号ア（ア）の規則で定める程度は、

次のとおりとする。 

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１



５号）別表第５号の１級から４級までのいずれかに該当する程度 

(2) 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条

第３項に規定する１級又は２級に該当する程度 

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

（住宅等） 

第２条の３ 条例第５条第１項第５号に規定する住宅等は、次に掲げる

ものとする。 

(1) 富山市賃貸住宅及び賃貸店舗の設置・管理に関する条例（平成１

７年富山市条例第２４５号）第２条第１号又は第２号に規定する賃

貸住宅及び賃貸店舗 

(2) 富山市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年富山市条例第２４６

号）第２条第１号に規定する特定公共賃貸住宅 

(3) 富山市地域特別賃貸住宅条例（平成１７年富山市条例第２４７

号）第２条第１号に規定する地域特別住宅 

(4) 富山市稲代住宅条例（平成１７年富山市条例第２４８号）第１条

に規定する富山市稲代住宅 

（入居の申込み等） 

第３条 条例第７条第１項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居

申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行

わなければならない。 

(1) 申込みをする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする

親族（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

その他婚姻の予約者を含む。）の収入を証する書類 

(2) 扶養親族を確認できる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 入居者が市営住宅の住替えを希望するときは、市営住宅住替申請書

（様式第２号）に前項に規定する書類を添えて、市長に提出しなけれ



ばならない。 

（入居補欠者数） 

第４条 条例第９条第１項に規定する入居補欠者の数は、入居予定者数

の３割以内とする。 

（連帯保証人） 

第５条 条例第１０条第１項第１号に規定する収入は、入居決定者の家

賃の５倍以上の収入とする。 

（請書） 

第６条 条例第１０条第１項第１号に規定する請書は、市営住宅使用請

書（様式第３号）によるものとする。 

２ 前項の請書には、前条の要件を満たす連帯保証人１人以上の印鑑登

録証明書及び収入を証する書類を添えなければならない。 

（連帯保証人の変更又は追加の申請） 

第７条 前条第２項の連帯保証人を変更又は追加しようとするときは、

市営住宅連帯保証人変更・追加申請書（様式第４号）に市営住宅使用

請書（様式第３号）及び同項に規定する書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（入居手続の延期の申請） 

第８条 条例第１０条第２項の規定により入居の手続を延期しようとす

る者は、市営住宅の入居の決定のあった日から１０日以内に市営住宅

入居手続延期申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（同居の承認の申請） 

第９条 条例第１１条の規定による承認を受けようとする者は、市営住

宅同居承認申請書（様式第６号）に同居しようとする者の収入を証す

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（入居の承継の申請） 

第１０条 条例第１２条の規定による承認を受けようとする者は、承継

の理由となるべき事実の発生した日から３０日以内に市営住宅入居承



継申請書（様式第７号）に市営住宅使用請書（様式第３号）及び当該

承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（同居親族の異動の届出） 

第１１条 出生、死亡又は転出により同居する親族に異動が生じたとき

は、入居者は、速やかに、その旨を市営住宅同居親族異動届（様式第

８号）により市長に届け出なければならない。 

（収入の申告等） 

第１２条 条例第１４条第１項の規定による収入の申告は、市営住宅入

居者収入申告書（様式第９号）を、毎年７月１日から８月３１日まで

に市長に提出して行わなければならない。 

２ 条例第１４条第４項又は第２８条第３項の規定により意見を述べよ

うとする者は、収入認定意見申出書（様式第１０号）にその事実を証

する書類を添えて、収入認定通知を受けた日又は収入基準超過額の変

動があったと市長が認める日から３０日以内に市長に提出しなければ

ならない。 

３ 市長は、前項の申出書が提出されたときは、当該申出書の提出があ

った日から３０日以内に収入認定更正通知書又は意見申出却下通知書

により、当該申出をした者に通知するものとする。 

（家賃及び敷金の減免又は徴収猶予の申請） 

第１３条 条例第１５条に規定する家賃の減免若しくは徴収猶予又は条

例第１８条第２項に規定する敷金の減免若しくは徴収猶予を受けよう

とする者は、市営住宅家賃・敷金減免等申請書（様式第１１号）に減

免又は徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（損傷又は破損の届出） 

第１４条 市営住宅及び共同施設に損傷又は破損が生じた場合において、

当該損傷又は破損の修繕に要する費用が条例第２０条第１項の規定に



より市の負担となるものと認められるときは、入居者は、速やかに、

当該損傷又は破損を住宅管理人を経由して市長に届け出なければなら

ない。 

（不在の届出） 

第１５条 条例第２４条の規定による届出は、市営住宅不在届（様式第

１２号）を市営住宅を使用しなくなる前日までに市長に提出して行わ

なければならない。 

（用途一部変更の承認の申請） 

第１６条 条例第２６条ただし書の規定による承認を受けようとする者

は、市営住宅用途一部変更承認申請書（様式第１３号）に用途を変更

しようとする部分の設計図を添えて、市長に提出しなければならない。 

（模様替え又は増築の承認の申請） 

第１７条 条例第２７条第１項ただし書の規定による承認を受けようと

する者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書（様式第１４号）に該

当する部分の平面図及び配置図を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（明渡しの届出等） 

第１８条 条例第４０条第１項の規定により市営住宅を明け渡そうとす

る者は、市営住宅明渡届（様式第１５号）を市長に提出しなければな

らない。 

（会議の招集） 

第１９条 富山市営住宅入居基準諮問委員会（以下「委員会」という。）

の会議は、市営住宅及び富山市稲代住宅の入居者選考のため必要があ

るとき市長が招集する。 

（会議の決定） 

第２０条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 

２ 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員



長の決するところによる。 

３ 会議の次第は、文書で委員長から市長に答申するものとする。 

（庶務） 

第２１条 委員会の庶務は、建設部市営住宅課において処理する。 

（使用の申込み及び決定） 

第２２条 条例第５４条第１項の規定により駐車場を使用しようとする

者は、市営住宅駐車場使用許可申請書（様式第１６号）を市長に提出

しなければならない。 

（駐車場の使用料） 

第２３条 条例第５６条第１項に規定する駐車場の使用料は、次の表の

とおりとする。 

市営住宅名 駐車場使用料（１区画当たり） 

上赤江団地 月額２，０００円 

布目団地 月額２，０００円 

月岡団地 月額２，０００円 

水橋中村団地 月額２，０００円 

今泉団地 月額２，０００円 

笹津団地 月額１，０００円 

新上野団地 月額１，０００円 

楡原西部団地 月額１，０００円 

（住宅監理員） 

第２４条 条例第６０条に規定する住宅監理員は、次の表の左欄に掲げ

る市営住宅の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充

てるものとする。 

市営住宅名 住宅監理員 

山室団地、中市団地、朝菜町団地、高原町団

地、上赤江団地、有沢団地、広田団地、針原

団地、布目団地、辰尾団地、城村団地、月岡

市営住宅課長 



団地、水橋新保団地、水橋中村団地、五艘団

地、海岸通団地、下赤江団地、今泉団地、中

教院団地、イーストタウンコート、ドルチ

ェ・ヴィータ呉羽、グッドヒルズ豊田、コー

ポ窪新町、リットコーポラス３２、ソレアー

ド、パナメゾン窪新町、パナメゾン布瀬、グ

ランコンフォール西長江 

笹津団地、殿様林団地、中滝団地、福沢団地、

新曙町団地、サザンコート大山、新上野団地、

妙川寺団地、高熊団地、寺山団地、源川原団

地、井田団地、宮ヶ島団地、長沢団地、千里

団地、竹の内団地、山田中村団地、楡原西部

団地 

土木事務所建設課長 

（住宅検査員証） 

第２５条 条例第６１条第３項に規定する身分を示す証票は、市営住宅

検査員証（様式第１７号）による。 

（敷地の目的外使用の許可の申請） 

第２６条 条例第６２条の規定により許可を受けようとする者は、敷地

の目的外使用許可申請書（様式第１８号）を市長に提出しなければな

らない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市営住宅管理条例

施行規則（平成９年富山市規則第３５号）、大沢野町営住宅管理条例

施行規則（平成１０年大沢野町規則第１２号）、八尾町営住宅管理条

例施行規則（平成３年八尾町規則第３号）、婦中町営住宅管理条例施



行規則（平成９年婦中町規則第４２号）又は細入村営住宅管理条例施

行規則（平成９年細入村規則第１４号）（次項においてこれらを「合

併前の規則」という。）の規定に基づきなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しく

は免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免

除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。 

附 則（平成１８年３月３０日富山市規則第４８号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日富山市規則第４０号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年５月２５日富山市規則第５０号） 

この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日富山市規則第３６号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月１６日富山市規則第６１号） 

この規則は、平成２２年８月１６日から施行する。ただし、第２１条

の表の改正規定（グッドヒルズ豊田に係る部分に限る。）は、平成２２

年９月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２８日富山市規則第７６号） 

この規則は、平成２３年２月１日から施行する。ただし、第２１条の

表の改正規定（リットコーポラス３２に係る部分に限る。）は、平成２

３年２月１６日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２８日富山市規則第７６号） 

この規則は、平成２４年２月１６日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日富山市規則第３９号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日富山市規則第３３号） 



この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第２１条の

表の改正規定（「、東福沢団地」を削る部分に限る。）、様式第１号及

び様式第２号の改正規定、様式第３号の改正規定（「あて先」を「宛先」

に改める部分に限る。）、様式第４号及び様式第５号の改正規定、様式

第６号の改正規定（「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。）、様

式第７号及び様式第８号の改正規定、様式第９号の改正規定（「あて先」

を「宛先」に改める部分に限る。）、様式第１０号から様式第１２号ま

での改正規定、様式第１３号の改正規定（「あて先」を「宛先」に改め

る部分に限る。）、様式第１４号及び様式第１５号の改正規定、様式第

１６号の改正規定（「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。）並び

に様式第１８号の改正規定は公布の日から、第２１条の表の改正規定

（「新曙町団地」の次に「、サザンコート大山」を加える部分に限る。）

は平成２５年５月１６日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日富山市規則第４０号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２１条の

表の改正規定（「ソレアード」の次に「、パナメゾン窪新町」を加える

部分に限る。）は、平成２６年５月１６日から施行する。 

附 則（平成２６年６月３０日富山市規則第６１号） 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日富山市規則第３０号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２１条の

表中「パナメゾン窪新町」の次に「、パナメゾン布瀬」を加える改正規

定は、平成２７年５月１６日から施行する。 

附 則（平成２７年７月８日富山市規則第８４号） 

この規則は、平成２７年９月１６日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１８日富山市規則第９７号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日富山市規則第４６号） 



この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


